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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】水の含有率が高い溶媒を用いた湿式成型法において、溶媒除去後のひび割れや収
縮がなく、耐衝撃性に優れるとともに、なめらかなタッチで伸び広がり、密着感等の官能
特性に優れた固形粉末化粧料を提供する。
【解決手段】揮発性溶媒が下記成分（Ａ）および（Ｂ）を含み、粉末組成物が下記成分（
Ｃ）～（Ｆ）を含む固形粉末化粧料。成分（Ａ）：水を７０％以上１００％以下成分（Ｂ
）：揮発性のアルコールから選ばれる１種または２種以上を０％以上３０％以下成分（Ｃ
）：アクリル系水溶性高分子成分（Ｄ）：ジ脂肪酸アシルグルタミン酸リシン塩成分（Ｅ
）：粉末成分（Ｆ）：油剤
【効果】水の含有率が高い溶媒を用いた湿式成型法において、溶媒除去後のひび割れや収
縮がなく、耐衝撃性に優れるとともに、なめらかなタッチで伸び広がり、密着感等の官能
特性に優れた固形粉末化粧料を提供することができる。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
粉末組成物と揮発性溶媒を混合してスラリーを形成し、容器に充填した後に揮発性溶媒を
除去して成形する湿式製法により得られる固形粉末化粧料において、
揮発性溶媒が下記成分（Ａ）および（Ｂ）を含み、粉末組成物が下記成分（Ｃ）～（Ｆ）
を含む固形粉末化粧料。
成分（Ａ）：水を７０％以上１００％以下
成分（Ｂ）：揮発性のアルコールから選ばれる１種または２種以上を０％以上３０％以下
成分（Ｃ）：アクリル系水溶性高分子
成分（Ｄ）：ジ脂肪酸アシルグルタミン酸リシン塩
成分（Ｅ）：粉末
成分（Ｆ）：油剤
【請求項２】
成分（Ｃ）のアクリル系水溶性高分子が、（アクリル酸ヒドロキシエチル／アクリロイル
ジメチルタウリンＮａ）コポリマー、（アクリル酸Ｎａ／アクリロイルジメチルタウリン
Ｎａ）コポリマー、（アクリルアミド／アクリル酸アンモニウム）コポリマー、ポリアク
リレート－１３、及びポリアクリル酸アンモニウムからなる群から選択される少なくとも
１種以上を含有する請求項１記載の固形粉末化粧料。
【請求項３】
成分（Ｃ）のアクリル系水溶性高分子の含量が該粉末組成物全量に対して０．０１～１．
０質量％である請求項１又は２に記載の固形粉末化粧料。
【請求項４】
成分（Ｄ）のジ脂肪酸アシルグルタミン酸リシン塩の含量が該粉末組成物全量に対して０
．０１～２．０質量％である請求項１～３のいずれかに記載の固形粉末化粧料。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、水の含有率が高い溶媒を用いた、湿式成型法により製造された固形粉末化粧料
に関する。さらに詳しくは、アクリル系水溶性高分子とジ脂肪酸アシルグルタミン酸リシ
ン塩を配合することにより、溶媒除去後のひび割れや収縮が生じず、耐衝撃性に優れ、使
用感触・仕上がりといった官能特性についても優れた固形粉末化粧料が得られる。
【背景技術】
【０００２】
固形粉末化粧料は、携帯性、化粧方法の簡便性等の利点から、多くの顧客から支持を受け
ている。固形粉末化粧料の成型方法には、粉末と油剤を混合し、容器に充填後、加圧成型
する乾式成型法と、粉末と油剤からなる化粧料基剤に揮発性溶媒を加え、混合してスラリ
ー化し、これを容器に充填し、該揮発性溶媒を除去して成型する湿式製法がある。しかし
、乾式製法によって製造された固形粉末化粧料は、粉っぽく乾燥が気になる、マットで透
明感が少ないといった不満が多い。一方、湿式製法は一旦スラリー状にすることにより粉
末成分の個々に油分が効率的に付着するため粉っぽさがなく、しっとりなめらかな使用感
となる。また、透明感やツヤ感も得られやすい。
【０００３】
湿式成型法に用いる溶媒としては、基材の分散能力に優れた揮発性炭化水素や低沸点アル
コールが従来から用いられてきた。しかしながら、これらの揮発性溶媒はいずれも危険物
であり、防爆対策や作業員の吸入による安全対策が必須であり、環境問題から溶媒の回収
も必要である。このような背景から、揮発性溶媒として水を用いた湿式成型法が求められ
ている。しかしながら、水の含有率が高い溶媒を使用してスラリーを調製する場合、粉末
と油剤の混合物と溶媒との均一分散が難しく、またアルコールや揮発性油など他の揮発性
溶媒と比べて溶媒除去時に表面にひびが生じたり、収縮によって容器との間に隙間が生じ
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たりしやすい。そのため耐衝撃性に劣るという問題点があった。そこで、この問題点を解
決するために、セルロース系水溶性高分子と特定の活性剤を配合する方法（特許文献１）
や、結晶セルロースと特定の活性剤を配合する方法（特許文献２）や、疎水化処理粉末と
多価アルコール、抱水性油剤、特定の活性剤を配合する方法（特許文献３）や、疎水化処
理粉末と多価アルコール、特定のシリコーンゲル組成物、特定の活性剤を配合する方法（
特許文献４）、疎水化処理粉末と多価アルコール、特定の柔軟性有機樹脂粉末、特定の活
性剤を配合する方法（特許文献５）、結合成形性のある粉末と特定の複合粉末、炭化水素
油を配合する方法（特許文献６）、煙霧状無水ケイ酸と澱粉、水膨潤性粘土鉱物を配合す
る方法（特許文献７）が知られている。しかしながら、これらの技術は耐衝撃性と使用感
との両立という点で十分に満足のいくものではなく、溶媒除去後のひび割れや収縮が改善
できなかったり、活性剤の配合によって化粧持続性が損なわれたり、水の含有率が高い溶
媒を用いた湿式特有の柔らかくふわっとした感触が損なわれたり、塗布時のなめらかな伸
び広がりが損なわれるものであった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－１０１２９３号公報
【特許文献２】特開２０１４－６５６９１号公報
【特許文献３】特開２０１１－７４０２３号公報
【特許文献４】特開２０１０－３７２０７号公報
【特許文献５】特開２０１０－４７５２８号公報
【特許文献６】特開２００５－２７２４３９号公報
【特許文献７】特開２００６－２８２５８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明は、水の含有率が高い溶媒を用いた湿式成型法において、溶媒除去後のひび割れや
収縮がなく、耐衝撃性に優れるとともに、なめらかなタッチで伸び広がり、密着感、化粧
持続性等の官能特性に優れた固形粉末化粧料を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記目的を達成するため、本発明者らは、鋭意研究した結果、揮発性溶媒が下記成分（Ａ
）および（Ｂ）を含み、粉末組成物が下記成分（Ｃ）～（Ｆ）を含有することにより、溶
媒除去後のひび割れや収縮がなく、耐衝撃性に優れ、なめらかなタッチで伸び広がり、密
着感、化粧持続性等の官能特性に優れた固形粉末化粧料が得られることを見出し、本発明
を完成するに至った。
成分（Ａ）：水を７０％以上１００％以下
成分（Ｂ）：揮発性のアルコールから選ばれる１種または２種以上を０％以上３０％以下
成分（Ｃ）：アクリル系水溶性高分子
成分（Ｄ）：ジ脂肪酸アシルグルタミン酸リシン塩
成分（Ｅ）：粉末
成分（Ｆ）：油剤
 
【発明の効果】
【０００７】
本発明によれば、水の含有率が高い溶媒を用いた湿式成型法において、溶媒除去後のひび
割れや収縮がなく、耐衝撃性に優れるとともに、なめらかなタッチで伸び広がり、密着感
等の官能特性に優れた固形粉末化粧料を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
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　以下、本願発明について更に詳しく説明する。
【０００９】
　本発明に用いられる成分（Ｃ）のアクリル系水溶性高分子は、水と混合することで膨潤
し増粘する性質を有し、本発明においてもその増粘機能、乳化補助機能を利用して粉末と
油剤、溶媒を混合時に均一化する目的で配合した。例えば、（アクリル酸ヒドロキシエチ
ル／アクリロイルジメチルタウリンＮａ）コポリマー、（アクリル酸Ｎａ／アクリロイル
ジメチルタウリンＮａ）コポリマー、（アクリルアミド／アクリル酸アンモニウム）コポ
リマー、ポリアクリレート－１３、及びポリアクリル酸アンモニウム等から選択される。
特に好ましくは、（アクリル酸ヒドロキシエチル／アクリロイルジメチルタウリンＮａ）
コポリマーである。いずれのアクリル系高分子化合物も市販品を用いることができる。（
アクリル酸ヒドロキシエチル／アクリロイルジメチルタウリンＮａ）コポリマーとしては
、ＳＥＰＰＩＣ社製のＳＥＰＩＮＯＶ  ＥＭＴ  １０、又はＳＥＰＰＩＣ社製のＳＩＭＵ
ＬＧＥＬ  ＮＳ等を用いることができる。
【００１０】
　本発明に用いられる成分（Ｃ）の配合量は特に限定されないが、粉末組成物中０．０１
％～１．０％が好ましく、さらに望ましくは０．１％～０．５％が好ましい。この比率内
では、成分（Ｄ）と組み合わせた場合において、溶媒除去後のヒビ割れや収縮を改善する
効果が非常に良好である。また、この比率内では、粉末固形化粧料が柔らかくなめらかな
タッチの感触となり、パフへの取れ、塗布時の伸び広がりも非常に良好である。
【００１１】
　本発明で使用した成分（Ｄ）ジ脂肪酸アシルグルタミン酸リシン塩は、本発明において
、粉末の分散性を向上する分散補助剤として機能する。成分（Ｃ）と組み合わせた場合に
おいて、溶媒除去後のヒビ割れや収縮を改善する効果が非常に良好である。ジ脂肪酸アシ
ルグルタミン酸リシン塩は既に市販されているものがあり、本発明ではその様な市販品を
利用することもできる。この様な市販品の内、具体的にはジラウロイルグルタミン酸リシ
ンＮａとして旭化成ケミカルズ社のペリセアＬ－３０等が挙げられる。
【００１２】
　本発明に用いられる成分（Ｄ）の配合量は特に限定されないが、０．０１％～２．０％
が好ましい。さらに望ましくは０．１％～１．０％が好ましい。この範囲では、粉末と油
剤の混合物と溶媒の水を素早く均一に分散させることができ、スラリー調製の工程を短縮
することができる。また、この範囲では成分（Ｃ）との組み合わせ時に、固形粉末化粧料
のべたつきが改善され、塗布時の伸び広がりが非常に良好である。また、塗布後の化粧持
続性が良好である。
【００１３】
　本願発明に用いられる成分（Ｅ）の粉末成分は、通常化粧料に用いられる粉末であれば
特に限定されない。例えば、タルク、セリサイト、マイカ、合成マイカ、カオリン、シリ
カ、硫酸バリウム、アルミナ、窒化ホウ素、酸化チタン、酸化鉄、酸化亜鉛等の無機粉末
、酸化チタン被覆マイカ、酸化チタン被覆ガラスフレーク等の光輝性着色顔料、ナイロン
、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリメタクリル酸メチル、シリコーン粉
末等の有機粉末等が挙げられる。また、これらをシリコーン処理、脂肪酸処理、フッ素処
理等の疎水化処理したものも使用できる。上記粉末の配合量は特に限定されないが、粉末
組成物中、７０～９８質量％が好ましい。
【００１４】
本願発明に用いられる（Ｆ）の油剤は、通常化粧料に用いられる油剤であれば特に限定さ
れない。例えば、動物油、植物油、合成油等の起源及び、固形油、半固形油、液体油、揮
発性油等の性状を問わず、炭化水素類、油脂類、ロウ類、硬化油類、エステル油類、高級
アルコール類、シリコーン油類、フッ素系油類、ラノリン誘導体類等の油剤が挙げられる
。上記油剤の配合量は特に限定されないが、粉末組成物中、１～２０質量％が好ましい。
【００１５】
本発明の固形粉末化粧料には、本発明の効果を損なわない範囲で、上記成分に加えて、化
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【００１６】
本発明の固形粉末化粧料は、成分（Ａ）および成分（Ｂ）を含む溶媒と、成分（Ｃ）～（
Ｆ）を含む粉末組成物を混合してスラリー状とし、これを容器に充填し次いで通常の方法
により溶媒を除去することによって得ることが出来る。
【００１７】
　本発明に用いられる溶媒として成分（Ａ）を利用することは、湿式充填法により製造さ
れた固形粉末化粧料が良好な使用感を得ることに寄与している。固形粉末化粧料の溶媒中
の成分（Ａ）の濃度は、７０％以上１００％以下である。成分（Ａ）の濃度が高いほど、
製品の柔らかな感触が向上し、より好ましい。従って、溶媒は成分（Ａ）単独でも良い。
 
【００１８】
成分（Ｂ）は、溶媒中に配合していない場合も発明の効果は十分に得られるが、成分（Ｂ
）を配合すると固形粉末化粧料の耐衝撃性がより向上する。成分（Ｂ）としては、エチル
アルコール、プロピルアルコール、イソプロピルアルコール、ブチルアルコール等が好ま
しい。溶媒中の成分（Ｂ）の濃度は、０％以上３０％以下である。この範囲であれば、溶
媒に水を多く含む場合の特徴である良好な使用感を維持している。
 
【００１９】
溶媒の組成は、成分（Ａ）単独、あるいは成分（Ａ）に成分（Ｂ）を溶解したアルコール
水溶液であることが好ましい。一般的に湿式充填法の溶媒として成分（Ａ）を多く含むと
、製造された固形粉末化粧料の表面にひびが生じたり収縮したりすることから成形性が低
下する傾向があり、これが従来の課題点であった。しかし本発明の固形粉末化粧料は、溶
媒が水単独であっても良好な成形性を維持している。
 
【００２０】
本願発明において、溶媒の量は特に限定されないが、粉末組成物に対して２０～２００質
量％が好ましく、より好ましくは粉末組成物に対して３０～１５０質量％である。溶媒の
量が２０質量％以上で、粉末と水がより均一に濡れ、成型性や耐衝撃性が良好である。溶
媒の量が２００質量部以下で、乾燥効率が良好であり生産に要する時間の短縮が期待でき
る。
【００２１】
本願発明の固形粉末化粧料としては、ファンデーション、プレストパウダー、チークカラ
ー、アイシャドウ、アイブロウ、等が挙げられる。
【実施例】
【００２２】
以下に実施例を挙げて、本発明を更に説明する。配合量は質量％である。なお、これらは
本発明を何ら限定するものではない。
実施例１～5及び比較例１～６：パウダーファンデーション
下記表１に示す処方及び下記製法により、パウダーファンデーションを調製し、a.外観、
b.耐衝撃性、c.使用感、d.化粧持続性について下記に示す評価方法及び判定基準により評
価し、結果を併せて表１に示した。
【００２３】
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【表１】

 
【００２４】
（製法）
粉末、油剤、酸化防止剤等を均一混合し、粉末組成物とする。これに溶媒として精製水を
粉末組成物に対して８０質量%加えて均一混合し、スラリー状にする。これを容器に充填
し、真空吸引しながら圧縮成型する。その後、成型物を５０℃で２４時間乾燥し、パウダ
ーファンデーションを得た。
【００２５】
（評価方法：a.外観）
上記実施例及び比較例のパウダーファンデーション各５枚について、完成時の外観を目視
にて観察し、表面にひび割れや外周の隙間がないか評価し、以下の判定基準に従って判定
した。
＜判定基準＞
○：５枚全てひび割れや外周の隙間がない
×：１枚以上においてひび割れや外周の隙間がある
【００２６】
（評価方法：b.耐衝撃性）
上記実施例及び比較例のパウダーファンデーション各５枚について、５０ｃｍの高さから
塩化ビニル板上に正立方向で繰り返し落下させ、ひび割れが生じるまでの落下回数につい
て５枚で平均をとり、以下の判定基準に従って判定した。
＜判定基準＞
◎：４回以上
○：２．５以上４回未満
△：１．５以上２．５回未満
×：１．５回未満
【００２７】
（評価方法：c.使用感）
化粧品評価専門パネル５名に上記実施例及び比較例のパウダーファンデーションを使用し
てもらい、使用感ついて各自が以下の基準に従って５段階評価し、化粧料毎に評点を付し
、さらに全パネルの評点の平均点を以下の４段階の判断基準に従って判定した。  
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＜評価基準＞
評価結果          ：  評点
非常に良好        ：  ５点
良好              ：  ４点
普通              ：  ３点
やや不良          ：  ２点
不良              ：  １点
＜判定基準＞
評点の平均点            ：  判定
４．５以上              ：  ◎
３．５以上～４．５未満  ：  ○
１．５以上～３．５未満  ：  △
１．５未満              ：  ×
【００２８】
（評価方法：ｄ.化粧持続性）
化粧品評価専門パネル５名に上記実施例及び比較例のパウダーファンデーションを使用し
てもらい、化粧持続性について各自が以下の基準に従って５段階評価し、化粧料毎に評点
を付し、さらに全パネルの評点の平均点を以下の４段階の判断基準に従って判定した。尚
、化粧持続性については、化粧料塗布直後の状態と塗布後５時間（日常生活）の状態を比
較し、評価した。  
＜評価基準＞
評価結果          ：  評点
非常に良好        ：  ５点
良好              ：  ４点
普通              ：  ３点
やや不良          ：  ２点
不良              ：  １点
＜判定基準＞
評点の平均点            ：  判定
４．５以上              ：  ◎
３．５以上～４．５未満  ：  ○
１．５以上～３．５未満  ：  △
１．５未満              ：  ×
【００２９】
実施例１～５は、外観、耐衝撃性及び使用感ともに良好であった。それに対し、アクリル
系水溶性高分子及びジ脂肪酸アシルグルタミン酸リシン塩を配合していない比較例１は、
外観、耐衝撃性、使用感及び化粧持続性ともに不良であった。また、アクリル系水溶性高
分子を配合していない比較例２と比較例４は、外観にひび割れがあり、耐衝撃性も不良で
あった。比較例３は外観や耐衝撃性は良好であったが、成型品の表面が硬くパフへ適切な
量が取れず使用感が不良であった。ジ脂肪酸アシルグルタミン酸リシン塩を配合していな
い比較例５～７は、経時での化粧持続性が不良であった。これらの結果から、本発明の実
施例１～５のパウダーファンデーションは、比較例１～７に比べ、外観、耐衝撃性、使用
感、化粧持続性のすべてにおいて優れたものであることが判明した。なお、実験は全て１
００％の水を溶媒として用いたが、３０％濃度のエタノール水溶液を溶媒として用いた場
合も同様の結果が得られた。
 
【００３０】
 実施例６～１１：パウダーファンデーション
下記表２に示す処方により、実施例１～５と同様の方法でパウダーファンデーションを調
製し、実施例１～５と同様の評価方法および判定基準により評価し、結果を併せて表２に
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示した。
【００３１】
【表２】

【００３２】
実施例７～１０は実施例６や実施例１１と比較しても外観、耐衝撃性、使用感及び化粧持
続性ともに非常に良好であった。この結果から、アクリル系水溶性高分子の配合量は０．
０１～１質量％が好ましく、さらに好ましくは０．１～０．５質量％であることが判明し
た。
【００３３】
実施例１２～１７：パウダーファンデーション
下記表３に示す処方により、実施例１～５と同様の方法でパウダーファンデーションを調
製し、実施例１～５と同様の評価方法および判定基準により評価し、結果を併せて表３に
示した。
【００３４】

【表３】

【００３５】
実施例１３～１６は、実施例１２や実施例１７に比べて、外観、耐衝撃性、使用感及び化
粧持続性ともに非常に良好であった。この結果から、ジ脂肪酸アシルグルタミン酸リシン
塩の配合量は０．０１～２質量％が好ましく、さらに好ましくは０．１～１．０質量％で
あることが判明した。
【００３６】
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実施例１８：固形白粉
（成分）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（質量％）
（１）  ２―エチルヘキサン酸セチル            　　　　　              ３．０
（２）　メチルフェニルポリシロキサン　　　　　                      　２．０
（３）　リンゴ酸ジイソステアリル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
（４）  n-オクチルシリル化タルク            　　  　　　　　　　　　３０．０
（５）  n-オクチルシリル化セリサイト　　　　　　　　　              　　残量
（６）  n-オクチルシリル化マイカ　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
（７）  ポリメタクリル酸アルキル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７．０
（８）  シリカ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．０
（９）  黄酸化鉄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．０
（１０） ベンガラ　　　　　　　　　　　　　                          ０．２
（１１） 黒酸化鉄　　　　　　　　                                    ０．０１５
（１２）（アクリル酸ヒドロキシエチル／
アクリロイルジメチルタウリンＮａ）コポリマー　　　　　　　　０．４
（１３）ジラウロイルグルタミン酸リシンＮａ　　　　　　　　　　　　　  ０．２
（１４）酸化防止剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
（１５）防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．４
（製法）
上記実施例１と同様の方法で固形白粉を得た。
【００３７】
実施例１９：頬紅
（１）  リンゴ酸ジイソステアリル       　　　　　　　　　　　　   　　４．０
（２　　メチルポリシロキサン                  　　　　　　　　　　　　３．０
（３）  メチルフェニルポリシロキサン　　　　　　　　　　　　　        ２．０
（４）  タルク                       　　　　　　　　　　　　　　　 　残量
（５）  セリサイト                    　　　　　　　　　　　　　　　２０．０
（６）  マイカ                        　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
（７）  合成金雲母                        　　　　　　　　　　　　　　５．０
（８）  シリカ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５．０
（９）  窒化ホウ素                                                    ４．０
（１０）酸化チタン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２　
（１１）赤色２２６号                                     　　　　　   ０．２
（１２）黄酸化鉄                            　　　　　　　　　　　　　０．１５
（１３）酸化チタン被覆マイカ                                          ６．０
（１４）ポリアクリレートクロスポリマー６　　　　　　　　　　　　　　　０．４
（１５）ジラウロイルグルタミン酸リシンＮａ　　　　　　　　　　　　　  ０．２
（１６）酸化防止剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
（１７）防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．４
（製法）
上記実施例１と同様の方法で頬紅を得た。
【００３８】
実施例２０：アイシャドウ
（１）　水添ポリイソブテン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６．０
（２）　メチルポリシロキサン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４．０
（３）　リンゴ酸ジイソステアリル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８．０
（１）  n-オクチルシリル化タルク　　　　　　　　   　　　　　　 　    　残量
（２）  合成金雲母　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　１０．０
（３）  窒化ホウ素　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３．５
（４）  ポリアクリル酸アルキル                  　　　　　　　　　　　　４．０
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（５）　黄酸化鉄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１
（６）　赤色２２６号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．２
（５）  酸化チタン被覆マイカ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０．０　
　
（６）  酸化チタン被覆合成金雲母      　　　　　　　　　　　　　　　　１０．０
（７）  （アクリル酸Ｎａ/アクリロイルジメチルタウリン/
ジメチルアクリルアミド）クロスポリマー　　　　　　　　　　　　０．３
（１５）ジラウロイルグルタミン酸リシンＮａ　　　　　　　　　　　　　  　０．２
（１６）酸化防止剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　適量
（１７）防腐剤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．４
（製法）
上記実施例１と同様の方法で頬紅を得た。
【００３９】
実施例１８～２０はいずれも外観、耐衝撃性、使用感及び化粧持続性において優れた化粧
料であった。
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